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名古屋家庭裁判所委員会（第３５回）議事概要 

１  日時 

    令和４年２月１５日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

２  場所 

    名古屋家庭裁判所大会議室（一部の委員につき、ウェブ会議システムを利用し

た方法による。） 

３  出席者 

  （委員） 

猪飼委員、奥村委員、樫尾委員、金山委員、佐藤委員、新村委員、田邊委員、

中野委員、永野委員、長谷川委員、坂野委員、山田委員、脇委員（委員長） 

 （事務担当者） 

永井次席家庭裁判所調査官、村田家事次席書記官、後藤少年次席書記官、和

田事務局長、永井事務局次長、鈴木総務課長、田中会計課長、橿山総務課課長

補佐 

４  議事 

  ⑴  開会 

 ⑵ 委員長選出 

 ⑶ 前回（第３４回）提出された意見についての報告 

 ⑷ 「裁判所における要配慮者対応について」の概要説明 

⑸ 意見交換 

テーマ「裁判所における要配慮者対応について」（別紙のとおり） 

⑹ 次回開催日及び意見交換テーマ 

ア 次回開催日 令和４年７月２７日（水）午後１時３０分 

イ 意見交換テーマ 「これからの家事調停制度について」 

 ⑺ 閉会  
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（別紙） 

協議テーマに関する意見交換 

（◆：委員 ○：委員長 △：事務担当者） 

１ 要配慮者対応のための取組・工夫例等について 

○ 裁判業務を行うための合理的配慮の在り方についての御意見のほか、皆様の

職場において実践されている要配慮者対応の取組・工夫例等を御紹介いただき

たい。 

◆ 障害のある方に対して裁判所で合理的な配慮を超えるものとして対応が取れ

ないような場合には、障害者福祉制度での支援を受けられることもあるので、

そういった他機関等と役割分担することも重要なのではないか。 

◆ 高齢者の方と接していると、最近は、コロナ禍でマスクをしている関係で、

とにかく声が聞き取りにくいという声を多く聞く。障害ではないが、例えば、

加齢による耳の衰えのような、一見して分かりにくい事情に対しても、もう少

し配慮ができるとよい。裁判傍聴に出かけていた方も、年を取るにつれて、法

廷でも裁判官が何を言っているのかが分からなくなったからやめたという話

を聞いたことがある。家庭裁判所でも、そういった配慮があるとよい。 

◆ 裁判所での合理的配慮の範疇を超えることもあると思うが、他の法律に基づ

くサービスというものもあるということを理解し、要配慮者の方に対してその

サービスの利用について声かけをするのも、合理的配慮の一つになる。 

◆ 我々の職場では、精神障害のあるお客様が多くお越しになる。かなり大声で

話される方もいらっしゃるので、他のお客様への配慮というものも気をつけて

いる。ところで、裁判所のお客様への対応というものは、窓口対応が基本とな

るものなのか。 

△ 利用窓口については、来庁いただくことが原則となっているが、裁判手続や

家庭裁判所の調停手続では、ウェブでできるように制度設計が進められている。

実際に名古屋家庭裁判所でも、昨年の１２月から、ウェブ会議調停を試行して
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おり、来庁いただかなくてもウェブで調停ができる運用が始まっている。 

◆ 私の職場も、対応要領や留意事項のいずれもほぼ裁判所と同じようなものが

ある。同じ時期に政府の方針が示され、それを受けて、似通ったものが整備さ

れている。私のところでは、来庁者が非常に限定されており、要配慮者の問題

は、さほど深刻なことになっていないのが実情である。 

◆ 私の職場も裁判所と同様の対応要領や留意事項がある。さらに、対応要領だ

けでは使いにくいので、職員向けのＱ＆Ａを作っている。障害ごとに配慮事項

がまとめられており、字が並んでいるだけの対応要領よりはずっと見やすく分

かりやすいものとなっている。また、手で触ってフロアの配置が分かるような

立体コピーの図面をフロアごとに設置しており、図面を触れば、どこに何があ

るかということが分かるようになっている。そのほか、コミュニケーションを

取るための絵を描いた絵カードがある。 

◆ 私の職場では、手話言語条例というものを作り、職員は責務として、合理的

配慮を取らなければならないものとしている。また、合理的配慮に当たっての

コミュニケーションの促進のための研修を行わなければならないとしている。 

◆ 私の職場は外国人の方が多く利用されるが、日本語を話せない方もたくさん

いるので、そういった方が相談できるように、タブレットを介して通訳者が通

訳をしたり、ポケトークを使って外国人の方とコミュニケーションを取ったり

している。最近では、新型コロナウイルス関係の相談が非常に増えてきたので、

保健所と外国人の相談者と私たち職員の三者で、トリオフォンという電話を用

意して、直接、保健所の専門家を交えながら相談をするような工夫をしている。 

◆ 新型コロナウイルス感染症の話があったが、感染している方が待合室に入る

と、別の方に感染する可能性があるので、別の待合室を設けて、感染しないよ

うに配慮をしている。裁判所でも感染症の人が当事者として呼ばれることがあ

る場合には、他者に感染させないということが大事である。そのほか、精神障

害のある方への対応は、裁判所でも非常に難しいと思う。 
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◆ 裁判所と同様、法律に従って取扱要領を定めている。 

なお、障害のある学生への対応は法律により合理的配慮が求められる前から

行っていた。ただし、四肢に麻痺があってノートがとれない学生に授業の録音

を認めるなど、身体障害の学生への対応はニーズが明確で対応がしやすいが、

精神障害のある学生のニーズへの対応は、判断が難しいという問題を感じてい

る。 

裁判所の説明の中で裁判所の中立・公平を損なわない程度で対応するという

話があったが、私たちも過度な配慮をすることで他の学生との公平を失しては

いけないという要請がある。公平性の問題については、特に精神障害のある方

の場合には、判断が難しくなってくると感じている。 

◆ 仕事柄、障害のある方もたくさん来られるが、一番大変なのはソフトの部分

だと考えている。私たちとしてはできるだけ相談に来られた方に対してその人

の気持ちをくみ取り、その人の立場に立った対応ができるように研修等も行っ

ている。 

◆ ソフトの部分というのは、どこの職場でも変わらないと思う。結局は、合理

的配慮というものは、いかに相手の立場に立って物事を考え、ルールの中で許

されることをどこまでやれるかということである。これは別に誰にでもできる

ことであって、誰でもできることではあるけれども、なかなかそれが実現でき

ないということで色々な問題が出てきている。 

２ 職員の意識啓発等の方法について 

○ 職員への意識啓発や関係者間の共有、連携の方法について委員の各職場にお

いて行われている取組・工夫例等のうち、裁判所にも役立つものがあれば、御

紹介いただきたい。 

◆ 以前の勤務先での経験を伝えると、障害のある方に２週間ほど様々な職場に

入ってもらったことがある。障害のある方への対応については、実際接してみ

ないと分からないことがたくさんあるため、認識を改めるための方法として実
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施していた。実施したことにより障害のある方に対する認識が変わったという

感想が多かったので、１つの試みとしてはいいのかなと思う。 

◆ 毎年、各部署の差別的取扱いの禁止とか合理的配慮に関する取組状況を集め

て紹介することで職員の意識付けを行っている。そのほか、筆談対応や手話対

応について記載した内容をラミネートした三角柱のようなものを作った。絵も

書いてあることから、指で示せば、希望する配慮の内容が分かるようなものと

なっている。これを各課の窓口に置いてもらっている。ツールとして使えるの

と同時に意図的に置かせることによって職員の意識付けをしている。 

◆ これはどこの現場でもあることだと思うが、現場と事務方とは、やはり温度

差がある。メモだけの情報共有やミーティングだけではなく、現場と事務方と

が、専門家の話を聴く勉強会などをやってみるとよい。 

◆ 裁判所の説明の中で、職員に対する研修を全員が受講できないため、受講者

が職場でのミーティングで共有するという話があったが、研修が間接的になっ

てしまっている点が気になる。裁判所の職員の数は非常に多いことから、全員

が一堂に会するというのは難しいと思うが、ＩＴ化も進んでいるので、例えば、

動画のオンデマンド受講等により、直接講師の話を聞ける工夫ができるとよい。

私の職場では、近年、発達障害の問題であるとか、コロナ禍でメンタルに問題

を抱える学生が増えているので、そういう学生への対応の研修などをこの２年

ほど行っている。 

○ 確かにＩＴ化も進んでおり、また、録画というものもできるので、対応を考

えたい。 

◆ 私の職場でも、職員の意識を高めるには研修が重要と考えており、毎年必ず

やることを目標にしているが、全員を集めて行うことは難しいため、３回に分

けて、１回目の研修をビデオに撮り、それを２回目、３回目に別の職員を対象

に行うことで全員にきちんと研修を受けさせるという運用を行っている。 

◆ 日常的な業務の中で要配慮者とあまり接しない部署の職員に対する意識啓発
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の方法として、例えば、視覚障害というような形で当事者の御意見を聞くよう

な機会を作ることができれば、職員の参考になるのではないかと思う。 

○ 相手の立場に立って考えるということで、その立場の人から聞くということ

は、啓発になるので、参考にしたい。 

◆ 要配慮者の置かれている状況が違うと視点が違うところがあると思う。法的

な部分であれば弁護士に検証してもらうことも必要である。身体・精神のそれ

ぞれに障害を抱えている団体の当事者とまではいかなくても、障害のある方に

接している団体の方から話を聞くなど、様々な視点から話を聞くことが必要だ

と考える。また、講義等で話を聞いたことがあっても、実際の場面は、戸惑う

こともあると思うので、研修を行う場合には、ロールプレイ形式を取り入れて

みるのもよい。 

◆ 内閣府等が作成した研修教材を職員が共有する形での研修を行っている。ま

た、私の職場では、特に精神障害、発達障害に関する知識が不可欠であるため、

専門医等を招へいし、勉強会などを開催しているが、このような機会も、理解

を進める助けとなっている。また、職員の中で障害者の雇用が徐々に進んでい

るので、身近にそういった配慮が必要な方がいることによって、自ずと職員の

意識が高まっている。 

◆ ４月に人事異動があるため、全職員を対象にして、毎年４月に、外国人の来

庁者に対する心構えに関する研修を行っている。また、外国人のサポートをす

るボランティアを養成するための講座を開催しているところ、その講座に職員

も参加し、外国人に対する心構えを学ぶという取組も行っている。そもそも職

場に外国人の職員がたくさんいるので、外国人の方から相談があったときなど

に外国人の職員に意見を聴きながら対応を検討することも行っている。 

○ 多くの貴重な御意見をいただき、大変参考になった。各委員から伺った御意

見を今後の裁判所運営に生かしていきたい。 

 


